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１．EUタクソノミーの概観
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EUタクソノミーに至る経緯とEUタクソノミーの特徴（１/２）

「2050年を見通せば、最早サステナビリティを考慮しない経済活動は許されない」という強い
意志の下、その社会変革に必要な資源を民間金融セクターに求める議論から始まった

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SDGsの採択*1 [2015/09]

パリ協定の合意 *1[2015/12]

サステナブル金融の検討のため、
HLEG（High Level Expert 
Group）の設置 [2016/12]

関連

事項

EUタクソノミーと航空産業3

出所：サステナブル・ブランドジャパン コラム「統合経営思考」

*1：関連事項を示す

◼ EUは、欧州グリーンディールで述べられている環境目標を達成するとともに、

必要とされる排出削減を軌道に乗せるために、今後10年間で少なくとも1

兆ユーロ（約120兆円）のサステナブル投資を行うグリーンディール投資計画

を開始。しかし、このアグレッシブな投資実現のための資金はパブリックセク

ターの能力を凌駕しており、民間金融セクターの拠出を巻き込むことが必須

◼ サステナブル投資に向けた資本の転換とそのための透明性を担保し、長期
的な投資・経済的アプローチを可能にするための具体的な指針が必要に
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EUタクソノミーに至る経緯とEUタクソノミーの特徴（２/２）

EUタクソノミーは、同タクソノミー開発のために設置されたTEG（Technical Expert Group）
による「タクソノミー最終報告」公表を経て、同年末から順次EU委託法として成立

投資家、金融機関、企業に透明性を提供し、EU加盟国全体の基準を調和させ、環境的に持続可
能な投資を促進するために、「グリーン」な経済活動と投資を分類する枠組みとして、対象の経済活動

が環境的に持続可能かどうかの判定基準の提供

「技術的スクリーニング基準（TSC）」と呼ばれる適否判定の基準値や目標値となる「閾値」を明示

〔自動車のEUタクソノミー適合基準（気候変動緩和の場合）〕

排気管のある車はGHG排出量を2025年までは最大50gCO2/kmまで、2026年以降はゼロを適合と判定
（排気管の無い水素、燃料電池、電気自動車は自動的に適合と判定）

EUタクソノミーの施策内容

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SDGsの採択*1 [2015/09]

パリ協定の合意 *1[2015/12]

サステナブル金融

の検討のため、
HLEGの設置
[2016/12]

HLEGによる「最終報告書2018」
の提出 [2018/01]

サステナブル金融に向けた

「アクション・プラン」の公表

[2018/03]

「タクソノミー規則」など3法案
を欧州議会と閣僚理事会に

提案 [2018/05]

タクソノミー開発のため、

TEG設置 [2018/07]

タクソノミー「委託法」

（緩和と適応以外）の

採択予定[2021/12末]

タクソノミー「委託法」

（緩和と適応のみ）の
採択 [2021/5]

TEGによる「タクソノミー
技術的中間報告」の

公表[2019/06]

「欧州気候法」法案の提案 *1[2020/03]

「欧州グリーン・ディール」の公表 *1[2019/12]

欧州議会と閣僚

理事会による

「タクソノミー規

則」の政治的合

意 [2019/12]

関連

事項

具
体
例
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出所：サステナブル・ブランドジャパン コラム「統合経営思考」

*1：関連事項を示す

TEGによ
る「タクソ

ノミー最

終報告」

の公表
[2020/03
]
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資金充当先として妥当な産業分野や事業をあらかじめリスト化することで、案件ごとに①や②

を確認することなく、環境・社会的な貢献が可能に

EUタクソノミー成立の背景と意義

EUタクソノミ―は、ESG投融資への転換を意図して制定されたものであり、投融資によって
低炭素で持続可能な社会への移行をサポートするためのツールと位置付けられている

◼ サステイナブルファイナンスが経済的に意義を確認するためには「資金の追加性」と「環境・社会的
インパクトの追加性」の2つの観点で確認が必要

課題

EUタクソノミーの
本質的な意義

現実には、①や②をファイナンス案件ごとに精緻に検証しようとすると、

コストが膨大になり、サステナブル・ファイナンスの発展が阻害

EUタクソノミーと航空産業5

1. 資金の追加性
当該ファイナンスでの調達資金が新たな環境・社会的に活用されたか、
もしくは、同種のプロジェクトへの資金供給が増加したか

2.
環境社会的インパクト
の追加性

当該ファイナンスがなければ生じなかった環境・社会的インパクトが

生じたか？
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エネルギー●社の売上高の構成割合
石炭火力

20％
ガス火力

50％
風力発電

30％

タクソノミー適合要件

①グリーン・リストの該当セクター？ No Yes Yes

②技術スクリーニング基準をクリア？ No Yes

③ DNSH基準をクリア？ Yes

④ミニマム・セーフガードをクリア？ Yes

●社の売上高タクソノミー適合率
0％ 0％ 30％

全社で30％

金融機関と大企業のグリーンリストに基づく開示義務

グリーンリストに従い、EU域内で事業を行う金融機関と大企業は22年1月から統一された
様式で情報を開示する義務が発生。その中で注目すべきは「タクソノミー適合率」

資産運用事業者等のサステナビリティ・リスク情報の

開示に関する規則

（Sustainable Finance Disclosure Regulation: SFDR）

非財務情報開示指令

（Non-Financial Reporting Directive: NFRD）
（2014年）改訂予定*1

根拠規則

◼ タクソノミー買う超状況

◼ 投融資タクソノミー適合率

◼ 貢献する環境目標（6項目）の種類

◼ 売上高タクソノミー適合率

◼ グリーンリスト該当経済活動のCAPEX（設備投資）
とOPEX（支出経費）の割有

開示内容

適
合
率
計
量
イ
メ
ー
ジ

金融機関 大企業

出所：サステナブル・ブランドジャパン コラム「統合経営思考」

*1：開示開始は2022年1月から。さらに今後2021年6月に大企業の開示要件を定める委任法が策定される予定。

投融資先企業の低・脱炭素に向けた取組を単一指標で横並び比較や、特定企業の時系列変化も把握可能に

投資先

企業

各社の売上高

タクソノミー

適合率

本フィンドに

占める各社の

投資割合

各社の

本ファインドに

占める適合率

本フォンドの

タクソノミー

適合率

経済

活動の

説明

A社 12% × 重み30％ = 3.6%

B社 8% × 重み50％ = 4.0%

C社 15% × 重み20％ = 3.0%

左記

合計

10.6％

EUタクソノミーと航空産業6
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適合率開示の影響

適合率開示によって低・脱炭素に向けた取組状況が明らかになるため、金融機関・大企業
の双方でゼロ・カーボンに向けたポートフォリオへの対応が不可欠に

タクソノミー

適合投融資
（サステイナブル

ファイナンス）

タクソノミー

非適合

投融資

タクソノミー

適合活動
（サステイナブル

アクティビティ）

タクソノミー

非適合

活動

「カーボンポートフォリオ」の発想に基づき、自ら

ゼロ・カーボンをめざす金融・投資商品ポートフォ
リオの戦略的な対応が必要に

適合率の見劣りする企業は、投融資の撤退や

資金調達コストの増加懸念が生じる。低・脱

炭素に向けた事業ポートフォリオの戦略的な見
直しが不可欠に

適
合
率
イ
メ
ー
ジ

金融機関 大企業

EUタクソノミーと航空産業7
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EUタクソノミーにおける6つの環境目標と環境的に維持可能と認定するための4要件

EUタクソノミーは、6つの環境目標と、経済活動が環境的に持続可能であるとみなされるた
めの4要件によって、どの経済活動が「グリーン＝環境的に持続可能」かを規定

出所：サステナブル・ブランドジャパン「EUタクソノミーとは何か――SB ESGシンポジウム online 第3回開催レポート」（2020.10.16）
*1：経済協力開発機構（OECD）の多国籍企業行動指針、国連のビジネスと人権に関する指導原則、労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関（ILO）宣言

など

気候変動の緩和

気候変動への適応

水・海洋資源の持続可能な利用と保全

循環経済への移行

環境汚染の防止

生物多様性および生態系の保護・回復

6つの環境目標 認定のための4要件

1

2

3

4

5

6

EUタクソノミーと航空産業8

①左記①～⑥の環境目標のうち、少なくとも 1つに
実質的な貢献をすること

②他の環境目標のいずれにも重大な害を及ぼさな

いこと（DNSH原則）

③科学的根拠に基づいた技術的スクリーニング基

準（TSC）を遵守すること

④社会とガバナンスに関する最低限のセーフガード

規定*1を遵守すること

1 6
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EUタクソノミーによる「グリーンリスト」

EUタクソノミーでは、気候変動の解決（緩和と適応）に向けて、2050年のカーボン・ニュート
ラルに実質的に貢献できると判定された経済活動を特定し「グリーンリスト」に掲載

◼ EUタクソノミー規則（TR：2020年6月採択）の委任法案（フェーズ1：気候変動の緩和・適応）が2020年12月に欧州委員
会より提出され、様々な議論を経て2021年5月に確定（適用開始は2022年1月予定。緩和・適応以外については2021年末
に採択予定）

➢ TRはEUタクソノミーの考え方や用法が条文として整理したもので、タクソノミー本体を含んでいなかったため、別途、欧州委員
会による「委任法（≒政令）」の制定が必要だった

◼ TEGの最終報告書（2020年3月）を踏まえ委任法案で公表された「気候変動の「緩和」と「適応」に対して実質的に貢献する
活動」すなわち「グリーンリスト」に掲載された活動は「緩和」が9産業88活動、「適応」が13産業95活動

EUタクソノミーと航空産業9

「気候変動の緩和」のタクソノミー

産業 経済活動数

林業 4

環境保護・修復 1

製造業 17

エネルギー 25

上下水道・廃棄物 12

輸送 17

建設・不動産 7

情報通信 2

専門的科学技術サービス 3

出所：TR Provisional Delegated Act ANNEX I＆IIを基に作成

「気候変動への適応」のタクソノミー

産業 経済活動数

林業 4

環境保護・修復 1

製造業 17

エネルギー 25

上下水道・廃棄物 12

輸送 17

建設・不動産 7

情報通信 3

専門的科学技術サービス 2

金融・保険 2

教育 1

健康・ソーシャルワーク 1

アート・エンターテイメント 3
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「グリーンリスト」と航空産業

現行EU委任法のグリーンリストには、サステナブル経済に貢献する活動として航空産業の
記載がない（唯一空港インフラのみ）

EUタクソノミーと航空産業10

航空産業に対するグリーン投融資のための欧州委員会のフレームワークのドラフトがここ数ヶ月のうちに発表される予定。

当該フレームワークはESG投資家にいずれの航空投融資が“green aviation（グリーンな航空産業）”とみなされるかを
示すものであり、重要なものになる。このドラフトについては、発表後ステークホルダーとの

コンサルテーション期間（半年以上。最長で2022年の第一四半期まで）が置かれる予定

出所：TR Provisional Delegated Act ANNEX I＆IIを基に作成

「気候変動の緩和」のタクソノミー

産業 経済活動数

林業 4

環境保護・修復 1

製造業 17

エネルギー 25

上下水道・廃棄物 12

輸送 17

建設・不動産 7

情報通信 2

専門的科学技術サービス 3

「気候変動への適応」のタクソノミー

産業 経済活動数

林業 4

環境保護・修復 1

製造業 17

エネルギー 25

上下水道・廃棄物 12

輸送 17

建設・不動産 7

情報通信 3

専門的科学技術サービス 2

金融・保険 2

教育 1

健康・ソーシャルワーク 1

アート・エンターテイメント 3

◼ 都市間の鉄道旅客輸送

◼ 鉄道貨物輸送

◼ 都市圏の道路旅客輸送

◼ 個人移動手段

◼ バイク、乗用車、商用車輸送

◼ 道路貨物輸送

◼ 内水旅客輸送

◼ 内水貨物輸送

◼ 内水貨貨客輸送の改装

◼ 海上・沿岸貨物輸送

◼ 海上・沿岸旅客輸送

◼ 海上・沿岸貨客輸送の改装

◼ 個人移動のインフラ

◼ 鉄道輸送のインフラ

◼ 低炭素道路輸送のインフラ

◼ 水上輸送のインフラ

◼ 低炭素空港のインフラ

◼ 都市間の鉄道旅客輸送

◼ 鉄道貨物輸送

◼ 都市圏の道路旅客輸送

◼ 個人移動手段

◼ バイク、乗用車、商用車輸送

◼ 道路貨物輸送

◼ 内水旅客輸送

◼ 内水貨物輸送

◼ 内水貨貨客輸送の改装

◼ 海上・沿岸貨物輸送

◼ 海上・沿岸旅客輸送

◼ 海上・沿岸貨客輸送の改装

◼ 個人移動のインフラ

◼ 鉄道輸送のインフラ

◼ 低炭素道路輸送のインフラ

◼ 水上輸送のインフラ

◼ 低炭素空港のインフラ

航空産業に関する

規定・定義がAirport 
infrastructure以外ない
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Steerレポート（TSC等の提案）

今年3月、Steer社が欧州委員会に対し、航空産業におけるどの活動がタクソノミ―に合致
するか及びそれらについての「技術的スクリーニング基準（TSC）」を提案したレポートを提出

◼ 航空コンサルタント会社Steerは、欧州委員
会の委任を受け、航空産業においてサステナ

ブル経済を推進するために、どのような活動
がタクソノミ―に合致し、それらについてどのよ
うな「技術的スクリーニング基準（technical 
screening criteria （TSC）*1」を定めるかを

検討し、レポートを提出した

◼ これは今後の欧州委員会によるフレームワーク
作成の試案となる

出所：Publications Office of the EU ”Sustainable finance taxonomy for the aviation sector“（以下「Steerレポート」
*1：TSCを満たしていることは、EUタクソノミーが規定する「経済活動が環境的に持続可能」とみなされるための4要件の一つ（前掲）

本稿ではSteerレポートに基づき、EUタクソノミーに基づく航空関連産業における
金融機関にとってのリスクと事業機会について議論を試みる

EUタクソノミーと航空産業11
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２．EUタクソノミーの議論における航空産業
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EUタクソノミー×航空関連産業への投融資における検討ポイント

Steerレポートひいては欧州委員会のフレームワークを活用し、金融機関による航空関連産
業への将来の投融資のリスクと事業機会の検討が可能

投融資先の保有機体の査定

◼ CO2排出量や騒音レベルによって航空機の売買・
リース・運航がタクソノミー適合か否かが決定される見込み

◼ 投融資先の保有／リースしている機体を査定する必要

今後の機体製造のトレンドの把握

◼ 2030年代以降、水素・電動航空機の実用化が進むとの
前提によるタクソノミー区分

長期的投融資先の見極め

短・中期的な投融資の回収見込み

EUタクソノミーと航空産業13
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EUタクソノミーの6つの「環境目標」と4つの航空関連活動との関係

タクソノミーの6つの環境目標のうち、「①気候変動の緩和」と「⑤環境汚染の防止」が最も
航空業界に関連しているとした

Aircraft Fuels ATM Airports

出所：Steerレポートを基に作成

EUタクソノミーと航空産業14

1 2 3 4

気候変動の緩和
（Climate change mitigation）

気候変動への適応
（Climate change adaption）

水・海洋資源の持続可能な利用と保全
（Sustainable use and protection of water & marine resources）

循環経済への移行
（The transition to a circular economy）

環境汚染の防止
（Pollution prevention and control）

生物多様性および生態系の保護・回復
（Protection and restoration of biodiversity and ecosystems）

6つの環境目標

1

2

3

4

5

6

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔
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EUタクソノミーに含めるべき4つの航空関連活動

Steerレポートでは4つの航空関連活動をEUタクソノミーに含めるべき「環境的に持続的な経
済活動」と評価

出所：Steerレポートを基に作成

EUタクソノミーと航空産業15

Steerレポートによる航空関連事業における

EUタクソノミー該当活動

航空機の運航（旅客機

と貨物機）および航空機

の製造、メンテナンス、技
術開発

Aircraft
1

先進的なバイオフューエル・

エレクトロフューエルを含む
SAF（持続可能な航空
燃料）の製造、貯蔵およ
び流通

Fuels
2

航空交通管理

ATM
（Aviation Traffic 
Management）3

空港管理、（航空機

の）地上走行時の取扱

い、（航空活動の低炭

素化に直接資する）空
港インフラの構築

Airports
4

今回焦点を当てる

活動領域
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TRにおける「気候中立で強靱な資源効率の高い経済の実現」のための経済活動分類

〔参考〕タクソノミー適合となる「実質的に環境貢献する経済活動」には①自らの環境低減
活動と②イネーブリング活動の2タイプが存在

グリーン活動／低炭素活動 トランジション活動

イネーブリング活動

（Enabling Activities）

自らの環境負荷低減活動

（Own Performance）

◼ 既に低・脱炭素の状態

◼ 気候中立経済の貢献

◼ 資本流入を積極的に促進

◼ 現在（ニア）ゼロ排出ではない
が、2050年のゼロ排出に向けて
移行途上

◼ 自社プロダクトで、他者の環境パ

フォーマンス（低・脱炭素）向上
に貢献

➢ CO2排出の閾値に対し、既に（ニ
ア）ゼロ排出であり、長期安定
的に貢献

➢ 業界最高のパフォーマンス

➢ カーボン・ロックイン回避

➢ 初期閾値はEUｰETS*2に準拠し、

段階的にゼロへ逓減

➢ 低炭素化の設備投資計画

➢ エネルギー・輸送・建物などに関
連するタクソノミー準拠

➢ カーボン・ロックイン回避

➢ ライフサイクルで環境貢献

• 建物改修、高効率の生産工程

• 低炭素型生産システムの導入

• 脱炭素型自動車の製造

• 高効率の製鉄・セメント製造

• 使い捨てプラスチックの削減

• ガス燃料による熱電併給

• 脱炭素製品・システムの製造

• 再エネに不可欠な部品の製造

• CO2の隔離・回収

特徴

（要件）

スクリーニ
ング基準

（閾値）

事例

◼ TRでは、目標とする「気候中立で強靭な資源効率の高い経済（Climate-neutral, resilient and resource-efficient economy）
の実現」に実質的に貢献できる経済活動を特定・分類

◼ 気候変動の緩和の場合、①グリーン活動*1、②トランジッション活動、③イネーブリング活動の3種がタクソノミー適合

出所：サステナブル・ブランドジャパン コラム「統合経営思考」

*1： TRにおける正式名称ではないが、TEGの2019年中間報告書で提唱。Steerレポートでは「低炭素活動」
*2： CO2排出量の多い業種を対象とするEU域内の「GHG排出量取引制度」

EUタクソノミーと航空産業16
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トランジション活動

〔参考〕現状、技術的・経済的に実現可能な低炭素化代替手段がない経済活動について
は「気候変動の緩和に実質的に貢献する」トランジション活動という概念が導入された

グリーン活動／低炭素活動 トランジション活動

イネーブリング活動

（Enabling Activities）

自らの環境負荷低減活動

（Own Performance）

◼ 既に低・脱炭素の状態

◼ 気候中立経済の貢献

◼ 資本流入を積極的に促進

◼ 現在（ニア）ゼロ排出ではない
が、2050年のゼロ排出に向けて
移行途上

◼ 自社プロダクトで、他者の環境パ

フォーマンス（低・脱炭素）向上
に貢献

➢ CO2排出の閾値に対し、既に（ニ
ア）ゼロ排出であり、長期安定
的に貢献

➢ 業界最高のパフォーマンス

➢ カーボン・ロックイン回避

➢ 初期閾値はEUｰETS*2に準拠し、

段階的にゼロへ逓減

➢ 低炭素化の設備投資計画

➢ エネルギー・輸送・建物などに関
連するタクソノミー準拠

➢ カーボン・ロックイン回避

➢ ライフサイクルで環境貢献

• 建物改修、高効率の生産工程

• 低炭素型生産システムの導入

• 脱炭素型自動車の製造

• 高効率の製鉄・セメント製造

• 使い捨てプラスチックの削減

• ガス燃料による熱電併給

• 脱炭素製品・システムの製造

• 再エネに不可欠な部品の製造

• CO2の隔離・回収

特徴

（要件）

スクリーニ
ング基準

（閾値）

事例

◼ トランジション活動は、現在は（ニア）ゼロ排出の状態にはなく、むしろ大量排出ないし炭素密度の高い業種が対象。

◼ ただし、現状他に実現可能な低炭素化代替手段がないため、2050 年のゼロ排出に向けた過渡的な段階にあるとの位置付で
導入された

◼ これはEU全体のCO2排出削減の帰趨を決定する重要な領域であることから、タクソノミー適合にはいくつかの条件があり、中で
も注目すべきは、大半のTSCで閾値がゼロ排出に向かって段階的に下がっていくこと（逓減閾値）

◼ 航空産業においても、現在の航空機に関する活動はトランジション活動に位置付けることが提案されている（次頁）

EUタクソノミーと航空産業17
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３．「航空機領域」で認定されるグリーン活動
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商業航空活動についての活動区分決定の経緯

現状の石油燃料を使用する航空機関連活動については、他の実現可能な低炭素化代替
手段が不存在であること等を鑑み、トランジション活動に位置付けられた

2050年までに航空業界で脱炭素を効果的に進め
るには、エンジンの効率化、運航・航空交通管理の

改善、機体デザインの改善、航空機推進のための

新技術（電動、ハイブリッド機、水素航空機）お
よびSAFの使用が実行されなければならない

◼ 現在の航空産業におけるテクノロジーにフォー

カス。現状商業航空技術ではゼロ／低炭素
排出での飛行が実現不可能

◼ また、今後10年での実現可能性が低いこと、
さらに現状では技術的かつ経済的に実現可

能なその他の低炭素商業航空事業の代替
案がない

◼ しかし、2050年までに運輸部門における温室
効果ガスの排出量を90％削減するという欧
州グリーンディールのサステナブル・モビリティ目
標を達成する必要あり

Steerレポートでは、排出量削減の達成がいつになるかは予測できないが、
「最先端技術アプローチ（”leading edge” approach）（その時点で存在している最も優れた技術を使用）」して、

従来からの石油燃料を使用している航空機の売買・リース・運航はトランジション活動に含め、

技術の発展に伴い「許容可能なCO2排出量」を段階的に下げる（TSCに逓減閾値を採用）とした

現状認識 方針案

EUタクソノミーと航空産業19
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「Aircraft」分野における活動の分類

航空機（Aircraft）関連活動については、現状はトランジション活動に区分し、将来的にク
リーン燃料使用航空機によるグリーン活動への移行が期待されている

◼ クリーン燃料（電池や水素電池や

液体水素タービンを含む）を動力と
する航空機の売買、リース、運航

◼ 改正再生可能エネルギー指令
（RED II）*1を遵守した先進的なバ

イオ燃料又はエレクトロフューエル*2を

動力とする航空機の売買、リース、
運航

◼ 石油燃料を使用している以下の3カ
テゴリーごとの航空機の売買・リース・
運航

①Regional

②Single aisle 

③Twin aisle

◼ クリーン燃料（電池や水素電池や

液体水素タービンを含む）を動力と
する航空機の製造

グリーン活動／低炭素活動 トランジション活動

イネーブリング活動

（Enabling Activities）

自らの環境負荷低減活動

（Own Performance）

出所：世界×自動車×環境規制「欧州委員会、バイオ燃料の持続可能性に関する2種類の基準を採択」、JETRO「欧州委、温室効果ガス55％削減目標達成のための政策パッケー
ジを発表」

*1：改正再生可能エネルギー指令：2018年12月に発効。2030年までにEUの最終エネルギー総消費量の最低32％を再生可能エネルギーで賄い、とりわけ輸送部門は各加盟国で最
低14％を再生可能エネルギーで賄うようにすることを定めた。その後、2021年7月14日に欧州グリーンディールを包括的に推進するための政策パッケージ「Fit for 55」を発表し、その中
でREDIIの改正案（2030年のEUのエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を、従来の32％から40％に引き上げる）が提案されている

*2：エレクトロフューエル（Electrofuels）は、再生可能資源からの電気エネルギーを、液体燃料や気体燃料に化学結合により蓄えることで作られるカーボンニュートラルの代替燃料。航
空用バイオ燃料の代替として使われ、主にブタノール、バイオディーゼル、水素や、その他のアルコール、メタン、ブタンなどの炭素含有ガスなどが燃料として使われる

EUタクソノミーと航空産業20
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ICAO航空機CO2排出基準

Steerレポートは、トランジション活動として許容されるCO2排出量の上限をICAOの航空機
CO2排出目標・基準に沿って設定すべきと提案

◼ Steerレポートでは、CO2排出量の上限をICAO航空機CO2排出目標と基準に沿って設定すべきとした

◼ 2018年にシカゴ条約の付属書16 Vol3付属書に位置付けらたICAO航空機CO2排出基準は、加盟国に航空機の燃料消費率
に基づく指標が一定値以下になるように義務づけている

◼ 新規開発機種については2020年以降に形式証明を申請する機種から対象とし、現在量産中の機種は2023年以降に形式変
更を申請する機種が対象となっている（すなわち、新規技術を用いた生産中の機体にも及ぶ）

◼ 2028年以降は量産中でも基準を満たさない機種は新規製造できなくなる

出所：国土交通省航空局「航空分野におけるCO2削減の取組状況（令和3年4月）」

ICAOの航空機CO2排出基準

航空機の分類 基準適用日

③製造を継続中の航空機
最初の耐空証明の発行*3が

2028年1月1日～

航空機の分類 基準適用日

①新規設計の航空機*1 最初の型式証明の申請が

2020年1月1日～

②一定の設計変更*2を行う航空機
最初の設計変更の申請が

2023年1月1日～

*1：最大離陸重量60t以下で座席数が19席以下の航空機は2023年1月1日～
*2：CO2の数値を著しく増加させるもの

*3：外国での発行を含めた最初の発行を指す

製造者への規制

使用者への規制

EUタクソノミーと航空産業21
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ICAO基準に沿ったTSCの設定

SteerレポートではCO2排出量におけるTSCとして、航空機を3カテゴリに分け、ICAO基準から
一定割合（%）低い数値を設定し、徐々に排出量を低減していくことが提案されている

～2021 ～2027

-11％

-4％

-3％

-16％

-14％

-12％

n/a*1

-24％

-21％

Regional aircraft
（20座席以上）

Singe aisle
（101ｰ220座席以上）

Twin aisle
（221座席以上）

*1： Steerレポートでは、2030年以降Regional aircraftにおいて電気／水素推進が実用
化され、2040年以降にそれより大型の航空機においてそれらが実用化されると期
待している

◼ Steerレポートでは、現行の最新型機体のCO2排出量を
ICAOの新規設計の形式証明における基準と比較し、後者
から一定割合（％）低い数値をTSCの閾値とすることが
提案されている

◼ 現行の最新型機体は従来世代の機体と比較すると2割
以上の排出量改善を見せている。ただし、最新型は2019
年時点で運航中の全航空機のうち9％しか占めていないた
め「最先端」と定義された

◼ 下のグラフはICAOの新規設計の形式証明における基準と
最新型機体の同基準以下の排出量範囲を示している

◼ 左記を踏まえ、「気候変動の緩和」におけるトランジション
活動のTSCとして、航空機の分類ごとの航空機の排出量
閾値をICAOの航空機CO2排出量基準からの差分で設定
することが提案された

出所：Steerレポートに基づき作成

～2027

技術スクリーニング基準（TSC）の提案

EUタクソノミーと航空産業22
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Aviation working group （AWG）によるSteerレポートへのコメント

Steerレポート（特にICAO基準の活用）に対する航空産業関係者のコメントは概ね好意的

AWG
とは

国際的な航空ファイナンスと航空リースを推進させるための政策・法規・規制に貢献するための非営利法人。

航空機製造メーカー、リース会社および投資金融業者によって構成されている

出所：Aviation Working Goup HP, Ishka global “Will the new EU Taxonomy for green aviation address lessors’ concerns?”,Airbus社HP

ICAOの当該基準は航空機製造における規制であって、航空機の使用に対する規制ではな
い。このことは航空機の使用について、リース会社や投資金融業者が影響を及ぼしにくいこと
をよく反映している

ポジティブ

コメント

（排出量の低い）新機体を導入以外でも、航空会社とリース会社による機体の再運航
等の活動もCO2排出量を低減させているため「環境的に持続可能」とされるべき

ポジティブ

コメント

ただし、航空機を3カテゴリーに分類することは現実に即していない。例えばA318 （エアバス・
シングルアイルの双発ジェット旅客機、A320ファミリーの中で最小・座席数は約100。2002年
初飛行、2015年生産終了）とA321（エアバス・シングルアイルの双発ジェット旅客機、
A320ファミリーの中で全長が最も長く座席数は最大約230席。1994年就航開始、今後
A321XLRが開発予定）の排出量を同様に扱うべきではない

ネガティブ

コメント

欧州委員会がSteerレポートによるTSCへの低減をどの程度取り入れるかは未定だが、
ステークホルダーはレポートの基礎的アプローチである「既存のICAO基準と目標にTSCをリンクさせる」

という点については変更されないと推察している

EUタクソノミーと航空産業23
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